
中学・高校時代の友達．．．
最後に会ったのは

いつですか？

福井県若者・定住支援課

※詳しくは裏面をご覧ください☛



応 募 要 件
（次の全ての項目を満たしていることを条件とします。）

●１８～４０歳程度の若者が中心のグループが主催すること

（※グループに３０歳の福井県出身者が５名以上所属していること）

●３０歳の若者が３０人以上参加する交流会を主催すること

●交流会の開催に併せて地域活動等への参加を促す事業を行うこと

●福井県内で開催すること
など

※福井県出身者とは…福井県で出生した方や福井県で居住した経験がある方
３０歳の若者とは…今年度に３０歳である方および３０歳を迎える方

補助率

補助対象経費の１／２まで

補助上限額

交流会参加者数 補助上限額

３０人以上１００人未満 ２５万円

１００人以上２００人未満 ５０万円

２００人以上 １００万円

交付までの流れ

６月１日～６月３０日
実施団体の募集

７月
実施団体の決定

交付申請書等の提出

交流会等の開催

お問い合わせ先

福井県ふるさと県民局若者・定住支援課
〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１
ＴＥＬ：０７７６－２０－０６３８
E-mail：wakatei@pref.fukui.lg.jp

実績報告

補助金交付

補助対象経費
●会議や打ち合わせに係る経費
（飲食費を除く）

●参加者募集のための経費
●交流会の開催に係る経費
（会場借上費・設営費、ゲスト招へい費等）

●地域活動等への参加を促す事業に係る経費
●イベント保険等の加入に係る経費 など

補助対象外経費
●飲食費
●視察に係る経費
●実施団体に所属する者への謝金、旅費
●交流会の２次会等に係る経費 など

※応募方法などの詳細については、福井県若者・定住支援課のホームページをご覧ください

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/wakatei/index.html


